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育児・介護休業等に関する規則の規定例 
（令和７年４月１日、10 月１日施行対応版） 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 目的 

（目的） 

第１条 

本規則は、従業員の育児・介護休業（出生時育児休業含む。以下同じ。）、子の看護

等休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限、

育児・介護短時間勤務並びに柔軟な働き方を実現するための措置等に関する取扱い

について定めるものである。 

 

第２章 育児休業制度 

（育児休業の対象者） 

第２条 

１ 育児のために休業することを希望する従業員（日雇従業員を除く）であって、

１歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより、子

が１歳に達するまでの間で、本人が申し出た期間、育児休業をすることができる。

ただし、有期雇用従業員にあっては、申出時点において、子が１歳６か月（本条

第６項又は第７項の申出にあっては２歳）に達する日までに労働契約期間が満了

し、更新されないことが明らかでない者に限り育児休業をすることができる。 

２ 本条第１項、第３項から第７項にかかわらず、労使協定により除外された次の

従業員からの休業の申出は拒むことができる。 

一 入社１年未満の従業員 

二 申出の日から１年（本条第４項から第７項の申出にあっては６か月）以内

に雇用関係が終了することが明らかな従業員 

三 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

３ 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業又は出生時育児休業

をしている場合、従業員は、子が１歳２か月に達するまでの間で、出生日以後の

産前・産後休業期間、育児休業期間及び出生時育児休業期間との合計が１年を限

度として、育児休業をすることができる。 

４ 次のいずれにも該当する従業員は、子が１歳６か月に達するまでの間で必要な

日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする

日は、原則として子の１歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が育児・

介護休業法第５条第３項（本項）に基づく休業を子の１歳の誕生日から開始する

場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができ

る。 

赤字：令和７年  ４月１日改正分 

青字：令和７年 10月 1日改正分 

【コメント入り】 改正部分について、解説しています。 
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一 従業員又は配偶者が原則として子の１歳の誕生日の前日に育児休業をして

いること 

二 次のいずれかの事情があること 

イ 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合 

ロ 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、１歳以降

育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育

することが困難になった場合 

三 子の１歳の誕生日以降に本項の休業をしたことがないこと 

５ 前項にかかわらず、産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育

児休業が始まったことにより本条第１項又は第４項に基づく休業（配偶者の死亡

等特別な事情による休業を含む）が終了し、終了事由である産前・産後休業等に

係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等した従業員は、子が１歳６か月に達

するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。 

６ 次のいずれにも該当する従業員は、子が２歳に達するまでの間で必要な日数に

ついて育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、

原則として子の１歳６か月の誕生日応当日に限るものとする。ただし、配偶者が

育児・介護休業法第５条第４項（本項）に基づく休業を子の１歳６か月の誕生日

応当日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始

日とすることができる。 

一 従業員又は配偶者が子の１歳６か月の誕生日応当日の前日に育児休業をし

ていること 

二 次のいずれかの事情があること 

イ 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合  

ロ 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、１歳６か

月以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により

子を養育することが困難になった場合 

三 子の１歳６か月の誕生日応当日以降に本項の休業をしたことがないこと 

７ 前項にかかわらず、産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育

児休業が始まったことにより本条第１項、第４項、第５項又は第６項に基づく休

業が終了し、終了事由である産前・産後休業等に係る子又は介護休業に係る対象

家族が死亡等した従業員は、子が２歳に達するまでの間で必要な日数について育

児休業をすることができる。 

 

（育児休業の申出の手続等） 

第３条 

１ 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようと

する日（以下「育児休業開始予定日」という。）の１か月前（第２条第４項から第
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７項）に基づく１歳及び１歳６か月を超える休業の場合は、２週間前）までに育

児休業申出書（社内様式１）を人事部労務課に提出することにより申し出るもの

とする。なお、育児休業中の有期雇用従業員が労働契約を更新するに当たり、引

き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始

予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。  

２ 第２条第１項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一

子につき２回までとする。 

一 第２条第１項に基づく休業をした者が本条第１項後段の申出をしようとする

場合 

二 配偶者の死亡等特別の事情がある場合  

３ 第２条第４項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子

につき１回限りとする。 

一 第２条第４項又は第５項に基づく休業をした者が本条第１項後段の申出をし

ようとする場合 

二 産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まっ

たことにより第２条第１項、第４項又は第５項に基づく育児休業が終了した

が、終了事由である産前・産後休業等に係る子又は介護休業に係る対象家族

が死亡等した場合 

４ 第２条第６項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子

につき１回限りとする。 

一 第２条第６項又は第７項に基づく休業をした者が本条第１項後段の申出をし

ようとする場合 

二 産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まっ

たことにより第２条第１項、第４項、第５項、第６項又は第７項に基づく育児

休業が終了したが、終了事由である産前・産後休業等に係る子又は介護休業

に係る対象家族が死亡等した場合 

５ 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提

出を求めることがある。 

６ 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提

出した者（以下この章において「育休申出者」という。）に対し、育児休業取扱

通知書（社内様式２）を交付する。 

７ 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、育休申出者は、出生後２週間以

内に人事部労務課に育児休業対象児出生届（社内様式３）を提出しなければなら

ない。  

 

（育児休業の申出の撤回等） 

第４条 

１ 育休申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届（社内

様式４）を人事部労務課に提出することにより、育児休業の申出を撤回すること

ができる。  

２ 育児休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出撤

回届を提出した者に対し、育児休業取扱通知書（社内様式２）を交付する。 

３ 第２条第１項に基づく休業の申出の撤回は、撤回１回につき１回休業したもの
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とみなす。第２条第４項又は第５項及び第６項又は第７項に基づく休業の申出を撤

回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることがで

きない。ただし、第２条第１項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同

条第４項又は第５項及び第６項又は第７項に基づく休業の申出をすることができ、

第２条第４項又は第５項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第６

項又は第７項に基づく休業の申出をすることができる。  

４ 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により育休申出者が休業申出に

係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったもの

とみなす。この場合において、育休申出者は、原則として当該事由が発生した日

に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。 

 
（育児休業の期間等） 

第５条  

１ 育児休業の期間は、原則として、子が１歳に達するまで（第２条第３項から第

７項に基づく休業の場合は、それぞれ定められた時期まで）を限度として育児休

業申出書（社内様式１）に記載された期間とする。  

２ 本条第１項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより育

児休業開始予定日の指定を行うことができる。  

３ 従業員は、育児休業期間変更申出書（社内様式５）により人事部労務課に、育

児休業開始予定日の１週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の

繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日（以下「育児休業終了予

定日」という。）の１か月前（第２条第４項から第７項）に基づく休業をしてい

る場合は、２週間前）までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下

げ変更を行うことができる。 

育児休業開始予定日の繰り上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更と

も、原則として第２条第１項に基づく休業１回につき１回に限り行うことができ

るが、第２条第４項から第７項に基づく休業の場合には、第２条第１項に基づく

休業とは別に、子が１歳から１歳６か月に達するまで及び１歳６か月から２歳に

達するまでの期間内で、それぞれ１回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行

うことができる。  

４ 育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業期

間変更申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書（社内様式２）を交付す

る。  

５ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するもの

とし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

一 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 
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当該事由が発生した日（なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発

生の日から２週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とす

る。） 

二 育児休業に係る子が１歳に達した場合等 

子が１歳に達した日（第２条第３項に基づく休業の場合を除く。第２条第４

項又は第５項に基づく休業の場合は、子が１歳６か月に達した日。第２条第

６項又は第７項に基づく休業の場合は、子が２歳に達した日。）  

三 育休申出者について、産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新

たな育児休業期間が始まった場合 

産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の

前日 

四 第２条第３項に基づく休業において、出生日以後の産前・産後休業期間と

育児休業（出生時育児休業含む）期間との合計が１年に達した場合 

当該１年に達した日 

６ 本条第５項第１号の事由が生じた場合には、育休申出者は原則として当該事由

が生じた日に人事部労務課にその旨を通知しなければならない。 

 

（出生時育児休業の対象者） 

第６条 

１ 育児のために休業することを希望する従業員（日雇従業員を除く）であって、

産後休業をしておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から８週間

以内の子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより出生時育児休

業をすることができる。ただし、有期雇用従業員にあっては、申出時点において、

子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から８週間を経過する日の翌日から

６か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかで

ない者に限り、出生時育児休業をすることができる。 

２ 前項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は

拒むことができる。 

一 入社１年未満の従業員 

二 申出の日から８週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員 

三 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

 

（出生時育児休業の申出の手続等） 

第７条 

１ 出生時育児休業をすることを希望する従業員は、原則として出生時育児休業を

開始しようとする日（以下「出生時育児休業開始予定日」という。）の２週間前

までに出生時育児休業申出書（社内様式１）を人事部労務課に提出することによ

り申し出るものとする。なお、出生時育児休業中の有期雇用従業員が労働契約を

更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間
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の初日を出生時育児休業開始予定日として、出生時育児休業申出書により再度の

申出を行うものとする。  

２ 第６条第１項に基づく休業の申出は、一子につき２回に分割できる。ただし、

２回に分割する場合は２回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかっ

た場合は後の申出を拒む場合がある。 

３ 会社は、出生時育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明

書の提出を求めることがある。 

４ 出生時育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休

業申出書を提出した者（以下この章において「出生時育休申出者」という。）に対

し、出生時育児休業取扱通知書（社内様式２）を交付する。 

５ 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、出生時育休申出者は、出生後２

週間以内に人事部労務課に出生時育児休業対象児出生届（社内様式３）を提出し

なければならない。  

 
（出生時育児休業の申出の撤回等） 

第８条 

１ 出生時育休申出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、出生時育児休

業申出撤回届（社内様式４）を人事部労務課に提出することにより、出生時育児

休業の申出を撤回することができる。  

２ 出生時育児休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育

児休業申出撤回届を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書（社内様式２）

を交付する。 

３ 第６条第１項に基づく休業の申出の撤回は、撤回１回につき１回休業したもの

とみなし、みなし含め２回休業した場合は同一の子について再度申出をすること

ができない。 

４ 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育休申出者

が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出

はされなかったものとみなす。この場合において、出生時育休申出者は、原則と

して当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。 

 
（出生時育児休業の期間等） 

第９条  

１ 出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生日又は出産予定日のいずれか

遅い方から８週間以内のうち４週間（28 日）を限度として出生時育児休業申出書

（社内様式１）に記載された期間とする。  

２ 本条第１項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより出

生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。  
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３ 従業員は、出生時育児休業期間変更申出書（社内様式５）により人事部労務課

に、出生時育児休業開始予定日の１週間前までに申し出ることにより、出生時育

児休業開始予定日の繰り上げ変更を休業１回につき１回、また、出生時育児休業

を終了しようとする日（以下「出生時育児休業終了予定日」という。）の２週間

前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を休業

１回につき１回行うことができる。 

４ 出生時育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生

時育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書（社

内様式２）を交付する。  

５ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、出生時育児休業は終了す

るものとし、当該出生時育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

一 子の死亡等出生時育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 

当該事由が発生した日（なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発

生の日から２週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とす

る。） 

二 子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から８週間を経

過する場合 

子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から８週間を経過

する日 

三 子の出生日（出産予定日後に出生した場合は、出産予定日）以後に出生時

育児休業の日数が 28 日に達した場合 

子の出生日（出産予定日後に出生した場合は、出産予定日）以後に出生時育

児休業の日数が 28 日に達した日 

四 出生時育休申出者について、産前・産後休業、育児休業、介護休業又は新

たな出生時育児休業期間が始まった場合 

産前・産後休業、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業の開始日の

前日 

６ 本条第５項第１号の事由が生じた場合には、出生時育休申出者は原則として当

該事由が生じた日に人事部労務課にその旨を通知しなければならない。 

 

≪出生時育児休業中の就業を可能とする例≫ 

（出生時育児休業中の就業） 

第９条の２ 

１ 出生時育児休業中に就業することを希望する従業員は、出生時育児休業中の

就業可能日等申出書（社内様式 20）を休業開始予定日の１週間前までに人事部

労務課に提出すること。なお、１週間を切っても休業前日までは提出を受け付

ける。 



8 

 

２ 会社は、前項の申出があった場合は、申出の範囲内の就業日等を申出書を提

出した従業員に対して提示する（社内様式 22）。就業日がない場合もその旨通知

する。従業員は提示された就業日等について、出生時育児休業中の就業日等の

同意・不同意書（社内様式 23）を人事部労務課に提出すること。休業前日まで

に同意した場合に限り、休業中に就業することができる。会社と従業員の双方

が就業日等に合意したときは、会社は速やかに出生時育児休業中の就業日等通

知書（社内様式 25）を交付する。 

３ 出生時育児休業中の就業上限は、次のとおりとする。 

一 就業日数の合計は、出生時育児休業期間の所定労働日数の半分以下（一

日未満の端数切り捨て） 

二 就業日の労働時間の合計は、出生時育児休業期間の所定労働時間の合計

の半分以下 

三 出生時育児休業開始予定日又は出生時育児休業終了予定日に就業する場

合は、当該日の所定労働時間数に満たない時間 

４ 本条第１項の申出を変更する場合は出生時育児休業中の就業可能日等変更申

出書（社内様式 20）を、撤回する場合は出生時育児休業中の就業可能日等申出

撤回届（社内様式 21）を休業前日までに人事部労務課に提出すること。就業可

能日等申出撤回届が提出された場合は、会社は速やかに申出が撤回されたこと

を通知する（社内様式 22）。 

５ 本条第２項で同意した就業日等を全部又は一部撤回する場合は、出生時育児

休業中の就業日等撤回届（社内様式 24）を休業前日までに人事部労務課に提出

すること。出生時育児休業開始後は、次に該当する場合に限り、同意した就業

日等の全部又は一部を撤回することができる。出生時育児休業中の就業日等撤

回届が提出されたときは、会社は速やかに出生時育児休業中の就業日等通知書

（社内様式 25）を交付する。 

一 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 

二 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準

ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難

な状態になったこと 

三 婚姻の解消その他の事情により配偶者が出生時育児休業申出に係る子と

同居しないこととなったこと 

四 出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の

障害その他これらに準ずる心身の状況により、２週間以上の期間にわたり

世話を必要とする状態になったとき 

 

第３章 介護休業制度 

（介護休業の対象者） 

第 10 条  

１ 要介護状態にある家族を介護する従業員（日雇従業員を除く）は、この規則に

定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、有期雇用従業員にあ

っては、申出時点において、介護休業を開始しようとする日（以下、「介護休業開

始予定日」という。）から 93 日経過日から６か月を経過する日までに労働契約期

間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り介護休業をすることがで

きる。  

２ 本条第１項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の
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申出は拒むことができる。 

一 入社１年未満の従業員 

ニ 申出の日から 93 日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員 

三 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

３ この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害

により、２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をい

う。  

一 配偶者  

二 父母  

三 子  

四 配偶者の父母  

五 祖父母、兄弟姉妹、孫 

六 上記以外の家族で会社が認めた者 

 

（介護休業の申出の手続等） 

第 11 条  

１ 介護休業をすることを希望する従業員は、原則として介護休業開始予定日の２

週間前までに、介護休業申出書（社内様式６）を人事部労務課に提出することに

より申し出るものとする。なお、介護休業中の有期雇用従業員が労働契約を更新

するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初

日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出を行うものと

する。 

２ 申出は、対象家族１人につき３回までとする。ただし、本条第１項の後段の申

出をしようとする場合にあっては、この限りでない。 

３ 会社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提

出を求めることがある。 

４ 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提

出した者（以下この章において「申出者」という。）に対し、介護休業取扱通知書

（社内様式２）を交付する。 

 

（介護休業の申出の撤回等） 

第 12 条 

１ 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届（社内様式

４）を人事部労務課に提出することにより、介護休業の申出を撤回することがで

きる。  

２ 介護休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出撤

回届を提出した者に対し、介護休業取扱通知書（社内様式２）を交付する。 

３ 同一対象家族について２回連続して介護休業の申出を撤回した者について、当

該家族について再度の申出はすることができない。ただし、会社がこれを適当と

認めた場合には、申し出ることができるものとする。  

４ 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家

族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみ

なす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、人事
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部労務課にその旨を通知しなければならない。 

 

（介護休業の期間等） 

第 13 条  

１ 介護休業の期間は、対象家族１人につき、原則として、通算93日の範囲内で、

介護休業申出書（社内様式６）に記載された期間とする。 

２ 本条第１項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより介

護休業開始予定日の指定を行うことができる。  

３ 従業員は、介護休業期間変更申出書（社内様式５）により、介護休業を終了し

ようとする日（以下「介護休業終了予定日」という。）の２週間前までに人事部

労務課に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことがで

きる。 

この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日まで

の期間は通算 93日の範囲を超えないことを原則とする。  

４ 介護休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業期

間変更申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書（社内様式２）を交付す

る。  

５ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するもの

とし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

一 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合 

当該事由が発生した日（なお、この場合において本人が出勤する日は、事由

発生の日から２週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日と

する。） 

二 申出者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は新たな

介護休業が始まった場合 

産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は新たな介護休業の開始日の

前日 

６ 本条第５項第１号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生

じた日に人事部労務課にその旨を通知しなければならない。  

 

 

 

 
第４章 子の看護等休暇 

（子の看護等休暇） 

第 14 条  

●名称変更 

（改正前）子の看護休暇 

●対象となる子の範囲の拡大 

（改正前）小学校就学の始期に達するまでの子 
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１ 小学校第３学年修了までの子を養育する従業員（日雇従業員を除く）は、次に

定める当該子の世話等のために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別

に、当該子が１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合は１年間につき 10

日を限度として、子の看護等休暇を取得することができる。この場合の１年間と

は、４月１日から翌年３月 31 日までの期間とする。 

一 負傷し、又は疾病にかかった子の世話 

二 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること 

三 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話 

四 当該子の入園（入学）式、卒園式への参加 

ただし、事業主は労使協定によって除外された、１週間の所定労働日数が２日

以下の従業員からの子の看護等休暇の申出は拒むことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 子の看護等休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取

得することができる。 

３ 取得しようとする者は、原則として、子の看護等休暇申出書（社内様式７）を

事前に人事部労務課に申し出るものとする。  

４ 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務

提供のなかった時間分に相当する額を控除した額を支給する。 

５ 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合に

おいては、労務提供のなかった時間に対応する賞与は支給しない。 

６ 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間を通常の

勤務をしているものとみなす。 

 
第５章 介護休暇 

（介護休暇） 

第 15 条  

１ 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員（日雇従業員を除く）

は、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が１人の場合は

１年間につき５日、２人以上の場合は１年間につき 10 日を限度として、介護休暇

を取得することができる。この場合の１年間とは、４月１日から翌年３月 31 日ま

●取得事由の拡大 

（改正前）①病気・けが ②予防接種・健康診断 

●労使協定による継続雇用６か月未満除外規定の廃止 

（改正前）除外できる労働者：①週の所定労働日数が２日以下 ②継続雇用期間６か月未満 
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での期間とする。 

ただし、事業主は労使協定によって除外された、１週間の所定労働日数が２日以

下の従業員からの介護休暇の申出は拒むことができる。 

 

 

 

 

 

２ 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得する

ことができる。 

３ 取得しようとする者は、原則として、介護休暇申出書（社内様式７）を事前に

人事部労務課に申し出るものとする。  

４ 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務

提供のなかった時間分に相当する額を控除した額を支給する。 

５ 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合に

おいては、労務提供のなかった時間に対応する賞与は支給しない。 

６ 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間を通常の

勤務をしているものとみなす。 

 

第６章 所定外労働の制限 

（育児・介護のための所定外労働の制限） 

第 16 条  

１ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（日雇従業員を除く）が

当該子を養育するため、又は要介護状態にある家族を介護する従業員（日雇従業

員を除く）が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に

支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。  

２ 本条第１項にかかわらず、労使協定によって除外された次の従業員からの所定

外労働の制限の請求は拒むことができる。  

 一 入社１年未満の従業員  

 二 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

３ 請求をしようとする者は、１回につき、１か月以上１年以内の期間（以下この

条において「制限期間」という。）について、制限を開始しようとする日（以下こ

の条において「制限開始予定日」という。）及び制限を終了しようとする日を明ら

かにして、原則として、制限開始予定日の１か月前までに、育児・介護のための

所定外労働制限請求書（社内様式８）を人事部労務課に提出するものとする。こ

の場合において、制限期間は、次条第３項に規定する制限期間と重複しないよう

●労使協定による継続雇用６か月未満除外規定の廃止 

（改正前）除外できる労働者：①週の所定労働日数が２日以下 ②継続雇用期間６か月未満 

●請求可能となる労働者の範囲の拡大 

（改正前）３歳未満の子を養育する労働者 
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にしなければならない。  

４ 会社は、所定外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明

書の提出を求めることがある。  

５ 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、所定外労働制限請求書を提出し

た者（以下この条において「請求者」という。）は、出生後２週間以内に人事部労

務課に所定外労働制限対象児出生届（社内様式３）を提出しなければならない。  

６ 制限開始予定日の前日までに、請求に係る子又は家族の死亡等により請求者が

子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求されなかったものと

みなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、人

事部労務課にその旨を通知しなければならない。 

７ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するもの

とし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

一 子又は家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなっ

た場合  

当該事由が発生した日  

二 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合  

子が６歳に達する日の属する年度の３月 31 日  

三 請求者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休

業が始まった場合  

産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業の開始日の前日  

８ 本条第７項第１号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生

じた日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。  

 

第７章 時間外労働の制限 

（育児・介護のための時間外労働の制限） 

第 17 条  

１ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため

又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求し

た場合には、就業規則第◯条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、

事業の正常な運営に支障がある場合を除き、１か月について 24 時間、１年につい

て 150 時間を超えて時間外労働をさせることはない。  

２ 本条第１項にかかわらず、次の一から三のいずれかに該当する従業員からの時

間外労働の制限の請求は拒むことができる。 

一 日雇従業員  

二 入社１年未満の従業員  

三 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員  
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３ 請求をしようとする者は、１回につき、１か月以上１年以内の期間（以下この

条において「制限期間」という。）について、制限を開始しようとする日（以下こ

の条において「制限開始予定日」という。）及び制限を終了しようとする日を明ら

かにして、原則として、制限開始予定日の１か月前までに、育児・介護のための

時間外労働制限請求書（社内様式９）を人事部労務課に提出するものとする。 こ

の場合において、制限期間は、前条第３項に規定する制限期間と重複しないよう

にしなければならない。 

４ 会社は、時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明

書の提出を求めることがある。  

５ 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、時間外労働制限請求書を提出し

た者（以下この条において「請求者」という。）は、出生後２週間以内に人事部労

務課に時間外労働制限対象児出生届（社内様式３）を提出しなければならない。  

６ 制限開始予定日の前日までに、請求に係る子又は家族の死亡等により請求者が

子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求されなかったものと

みなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、人

事部労務課にその旨を通知しなければならない。 

７ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するもの

とし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

一 子又は家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなっ

た場合 

 当該事由が発生した日  

二 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合 

  子が６歳に達する日の属する年度の３月 31日  

三 請求者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休 

業が始まった場合 

 産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業の開始日の前日  

８ 本条第７項第１号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生

じた日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。 

 

第８章 深夜業の制限 

（育児・介護のための深夜業の制限） 

第 18 条  

１ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため

又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求し

た場合には、就業規則第◯条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障があ

る場合を除き、午後 10 時から午前５時までの間（以下「深夜」という。）に労働
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させることはない。  

２ 本条第１項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの深夜業の制限

の請求は拒むことができる。  

一 日雇従業員  

二 入社１年未満の従業員  

三 請求に係る家族の 16 歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する従業員 

イ 深夜において就業していない者（１か月について深夜における就業が 

３日以下の者を含む。）であること。 

ロ 心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる

者であること。  

ハ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14 週間）以内に出産予定でない

か、又は産後８週間以内でない者であること。  

四 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員  

五 所定労働時間の全部が深夜にある従業員  

３ 請求をしようとする者は、１回につき、１か月以上６か月以内の期間（以下こ

の条において「制限期間」という。）について、制限を開始しようとする日（以下

この条において「制限開始予定日」という。）及び制限を終了しようとする日を明

らかにして、原則として、制限開始予定日の１か月前までに、育児・介護のため

の深夜業制限請求書（社内様式 10）を人事部労務課に提出するものとする。  

４ 会社は、深夜業制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の

提出を求めることがある。  

５ 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、深夜業制限請求書を提出した者

（以下この条において「請求者」という。）は、出生後２週間以内に人事部労務課

に深夜業制限対象児出生届（社内様式３）を提出しなければならない。  

６ 制限開始予定日の前日までに、請求に係る子又は家族の死亡等により請求者が

子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求されなかったものと

みなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、人

事部労務課にその旨を通知しなければならない。 

７ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するもの

とし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

一 子又は家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなっ

た場合  

当該事由が発生した日  

二 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合  

子が６歳に達する日の属する年度の３月 31 日  

三 請求者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休
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業が始まった場合  

産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業の開始日の前日 

８ 本条第７項第１号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生

じた日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。 

９ 制限期間中の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかっ

た時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。  

10 深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務ヘ転換さ

せることがある。  

 

第９章 育児のための所定労働時間の短縮措置（短時間勤務制度） 

（育児短時間勤務） 

第 19 条 

１ ３歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条

の所定労働時間について、以下のように変更することができる。 

所定労働時間を午前９時から午後４時まで（うち休憩時間は、正午から午後１時

までの１時間とする。）の６時間とする（１歳に満たない子を育てる女性従業員は

更に別途 30 分ずつ２回の育児時間を請求することができる。）。 

２ 本条第１項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの育児短時間勤

務の申出は拒むことができる。 

一 日雇従業員 

二 １日の所定労働時間が６時間以下である従業員 

三 労使協定によって除外された次の従業員 

イ 入社１年未満の従業員 

ロ １週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

３ 申出をしようとする者は、１回につき、１か月以上１年以内の期間について、

短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則

として、短縮開始予定日の１か月前までに、育児短時間勤務申出書(社内様式 11)

により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会

社は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書(社内様式 13)を交付する。

その他適用のための手続等については、第３条から第５条までの規定（第３条第

２項、第３項、第４項及び第４条第３項を除く。）を準用する。 

４ 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務

提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。 

５ 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合に

おいては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。 

６ 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の

勤務をしているものとみなす。 
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第 10 章 柔軟な働き方を実現するための措置 

 

 

 

 

 

≪始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ及びテレワークの措置を講ずる例≫ 

（柔軟な働き方を実現するための措置） 

第 20 条 

１ ３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（対象従業員）

は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、次のいずれか１つの措

置を選択して利用することができる。 

  一 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 

 二 テレワーク 

 

 

 

 

 

 

２ 本条第１項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの柔軟な働き方

を実現するための措置の申出は拒むことができる。 

一 日雇従業員 

二 労使協定によって除外された次の従業員 

    イ 入社１年未満の従業員 

    ロ １週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

 

 

 

 

 

３ 本条第１項第一号に定める始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの措置内容及び申

出については、次のとおりとする。 

(1) 対象従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の始業及び終業の時刻 

について、以下のように変更することができる。 

・通常勤務＝午前８時 30 分始業、午後５時 30分終業 

・時差出勤Ａ＝午前８時始業、午後５時終業 

・時差出勤Ｂ＝午前９時始業、午後６時終業 

・時差出勤Ｃ＝午前 10時始業、午後７時終業 

(2) 申出をしようとする者は、１回につき１年以内の期間について、制度の適用

を開始しようとする日及び終了しようとする日並びに時差出勤Ａから時差出勤

Ｃのいずれに変更するかを明らかにして、原則として適用開始予定日の１か月

前までに、時差出勤申出書（社内様式 14）により人事部労務課に申し出なけれ

ばならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児

（新設）事業主は、３歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、 

①始業時刻等の変更 ②テレワーク等 ③保育施設の設置運営等 ④養育両立支援休暇の付与 

⑤短時間勤務制度 の中から２つ以上の措置を講ずる必要があります。 

 

講ずる措置を記載します。 

※ここでは、①始業時刻の変更 及び ②テレワーク の措置を導入する例としていますが、 

次ページ以降にその他の制度の規定例を記載しています。 

※除外する旨を明記していたとしても、実際に労使協定を締結していない場合には締結 

するまで除外できません。 



18 

 

時差出勤取扱通知書（社内様式 15）を交付する。その他適用のための手続等に

ついては、第３条から第５条までの規定（第３条第２項、第３項、第４項及び

第４条第３項を除く。）を準用する。 

４ 本条第１項第二号に定めるテレワークの措置内容及び申出については、次のと

おりとする。 

  (1) 対象従業員は、本人の希望により、１月につき 10 日を限度としてテレワ

ークを行うことができる。 

  (2) テレワークは、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して実施す

ることができるものとする。 

  (3) テレワークの実施場所は、従業員の自宅、その他自宅に準じる場所（会社の認

めた場所に限る。）とする。 

 (4) テレワークを行う者は、原則として勤務予定の２営業日前までに、テレワ

ーク申出書（社内様式○）により所属長に申し出なければならない。 

５ 本制度の適用を受ける間の給与及び賞与については、通常の勤務をしているものと

し減額しない。 

６ 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の

勤務をしているものとみなす。 

 

≪フレックスタイム制度の例≫ 

第 20条 

１ ３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（対象従業員）

は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、次のいずれか１つの措

置を選択して利用することができる。 

一 フレックスタイム制度 

二 （略） 

 

 

２ 本条第１項にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。 

 

 

 

 

 

３ 本条第１項第一号に定めるフレックスタイム制度の措置内容及び申出について

は、次のとおりとする。 

(1) フレックスタイム制度の適用を受ける対象従業員の始業および終業の時刻に

ついては、従業員の自主的決定に委ねるものとする。ただし、始業時刻につき

従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午前●時 から午前●時まで、終業時

刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午後●時から午後● 時まで

の間とする。 

(2) 午前●時から午後●時までの間（正午から午後１時までの休憩時間を除く。）

については、所属長の承認のないかぎり、所定の労働に従事しなければならな

い。 

二 には、もう１つの措置を記載してください。 

※以下、他の制度の規定例においても同様です。 

労使協定の締結により除外可能な者を除外する場合は、P.17 の例を参照してください。 

※以下、他の制度の規定例においても同様です。 
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(3) 清算期間は１箇月間とし、毎月●日を起算日とする。 

(4) 清算期間中に労働すべき総労働時間は、●時間とする。 

(5) 標準となる１日の労働時間は、●時間とする。 

(6) 申出をしようとする者は、１回につき、１年以内の期間について、制度の適

用を開始しようとする日及び終了しようとする日を明らかにして、原則として

適用開始予定日の１か月前までに、フレックスタイム申出書（社内様式 16）に

より人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会

社は速やかに申出者に対し、フレックスタイム通知書（社内様式 17）を交付す

る。その他適用のための手続等については、第３条から第５条までの規定（第

３条第２項、第３項、第４項及び第４条第３項を除く。）を準用する。  

４～６ （略）  

 

 

 

 

 

 

≪就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇（養育両立支援休暇）の例≫ 

第 20条 

１ ３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（対象従業員）

は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、次のいずれか１つの措

置を選択して利用することができる。 

一 養育両立支援休暇 

二 （略） 

２ 本条第１項にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。 

３ 本条第１項第一号に定める養育両立支援休暇の措置内容及び申出については、

次のとおりとする。 

(1) 対象従業員は、子の養育を行うために、就業規則第◯条に規定する年次有

給休暇とは別に、１年間につき 10 日を限度として、養育両立支援休暇を取得

することができる。この場合の１年間とは、４月１日から翌年３月 31 日まで

の期間とする。 

(2) 養育両立支援休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続

して取得することができる。 

(3) 取得しようとする者は、原則として、養育両立支援休暇申出書（社内様式

18）を事前に人事部労務課に申し出るものとする。 

４ （第１項第二号に定める措置 略） 

５ 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務

提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。 

６ 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合に

４～６は、「本条第１項第二号に定める○○の措置内容及び申出については…」として、 

もう１つの措置について記載してください。 

※以下、他の制度の規定例においても同様です。 
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おいては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。 

７ 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の

勤務をしているものとみなす。 

 

≪短時間勤務の例≫ 

第 20条 

１ ３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（対象従業員）

は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、次のいずれか１つの措

置を選択して利用することができる。 

一 短時間勤務 

二 （略） 

２ 本条第１項にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。 

３ 本条第１項第一号に定める短時間勤務の措置内容及び申出については、次のと

おりとする。 

(1) 対象従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の所定労働時間につ

いて、以下のように変更することができる。 

所定労働時間を午前９時から午後４時まで（うち休憩時間は、正午から午後

１時までの１時間とする。）の６時間とする。 

(2) 申出をしようとする者は、１回につき、１か月以上１年以内の期間につい

て、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにし

て、原則として、短縮開始予定日の１か月前までに、短時間勤務申出書(社内

様式○)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出された

ときは、会社は速やかに申出者に対し、短時間勤務取扱通知書(社内様式○)

を交付する。その他適用のための手続等については、第３条から第５条まで

の規定（第３条第２項、第３項、第４項及び第４条第３項を除く。）を準用す

る。 

４ （第１項第二号に定める措置 略） 

５ 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務

提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。 

６ 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合に

おいては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。 

７ 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の

勤務をしているものとみなす。 

 

≪保育施設の設置運営の例≫ 

第 20条 

１ ３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（対象従業員）

は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、次のいずれか１つの措

置を選択して利用することができる。 

一 事業所内保育施設 

二 （略） 

２ 本条第１項にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。 

３ 本条第１項第一号に定める事業所内保育施設の措置内容については、次のとお

りとする。 
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(1) 対象従業員は、会社が設置する社内保育室を利用することができる。ただし、

既に定員に達しているときは、この限りでない。 

(2) 利用者は、会社に対し食費（実費）を各月◯円支払うものとし、これ以外の

社内保育室に関する費用は原則として会社が負担する。 

(3) 社内保育室の利用時間は、原則として平日の午前◯時◯分から午後◯時◯分

まで及び土曜日の午前◯時◯分から午後◯時◯分までとし、日曜、祝日及び会

社が定めた休日は、閉室とする。 

４～６ （略） 

 

≪ベビーシッターの手配及び費用補助の例≫ 

第 20条 

１ ３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（対象従業員）

は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、次のいずれか１つの措

置を選択して利用することができる。 

一 ベビーシッターサービス 

二 (略) 

２ 本条第１項にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。 

３ 本条第１項第一号に定めるベビーシッターサービスの措置内容については、次

のとおりとする。 

(1) 対象従業員は、会社が締結した契約に基づく保育サービス会社による当該 

子に係るベビーシッターサービス（以下「保育サービス」という。）を利用し

た際に要した費用について、会社から助成を受けることができる。 

(2) 助成額は、従業員が保育サービスの利用に当たり支払った額の○分の○に相

当する額とする。助成対象となる保育サービスの利用日数の限度は、年間○日

とする。 

(3) 助成を受けるための手続等は、次によるものとする。 

（ｲ）助成を希望する者は、原則として助成を希望する保育サービスの利用を

開始しようとする日の◯日前までに、保育サービス利用費用助成申請書

（社内様式◯）により人事部労務課に申し出なければならない。  

（ﾛ）保育サービス利用費用助成申請書（社内様式◯）が提出されたときは、

会社は、速やかに当該保育サービス利用費用助成申請書を提出した者に

対する保育サービス利用費用助成の可否を決定し、通知する。  

（ﾊ）その他助成のための手続等については、第３条から第５条までの規定

（第３条第２項、第３項、第４項及び第４条第３項を除く。）を準用する。 

(4) 助成額の支給は、次によるものとする。 

（ｲ）前号により保育サービス利用費用助成を受けることができる旨の通知

を受け、保育サービスを利用した者は、利用した当該サービスに係る当
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月の支払分について、保育サービス利用報告書（社内様式◯）に領収書

を添付の上、翌月◯日までに人事部労務課に提出するものとする。  

（ﾛ）人事部労務課は、（ｱ）の保育サービス利用報告書及び領収書を審査の  

上、当該利用額に係る助成額を口座振込又は現金にて支払うものとする。 

４～６ (略) 

 

第 11 章 対象家族の介護のための所定労働時間の短縮措置 

（介護短時間勤務） 

第 21 条  

１ 要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、当該家族１

人当たり利用開始の日から３年の間で２回までの範囲内で、就業規則第◯条の所

定労働時間について、以下のように変更することができる。 

所定労働時間を午前９時から午後４時まで（うち休憩時間は、正午から午後１

時までの１時間とする。）の６時間とする。 

２ 本条第１項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの介護短時間勤

務の申出は拒むことができる。 

一 日雇従業員 

二 労使協定によって除外された次の従業員 

イ 入社１年未満の従業員 

ロ １週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

３ 申出をしようとする者は、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようと

する日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の２週間前までに、介護短

時間勤務申出書（社内様式 12）により人事部労務課に申し出なければならない。

申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、介護短時間勤務取扱

通知書（社内様式13）を交付する。その他適用のための手続等については、第11

条から第 13 条までの規定を準用する。 

４ 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務

提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。 

５ 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合に

おいては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。 

６ 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の

勤務をしているものとみなす。 

 

第 12 章 育児休業・介護休業等に関するハラスメント等の防止 

（育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止） 

第 22 条  

１ すべての従業員は第２条～第21条の制度の申出・利用に関して、当該申出・利

用する従業員の就業環境を害する言動を行ってはならない。 

２ 本条第１項の言動を行ったと認められる従業員に対しては、就業規則第○条及

び第△条に基づき、厳正に対処する。 

３ ハラスメントについての相談窓口は○○とする。 

  
第 13 章 その他の事項 



23 

 

（給与等の取扱い） 

第 23 条 

１ 育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支

給しない。 

２ 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場

合には、出勤日における勤務成績などを考慮して計算した額を支給する。 

３ 定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休業期

間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。  

４ 退職金の算定に当たっては、育児・介護休業をした期間を勤務したものとして

勤続年数を計算するものとする。 

 

（介護休業期間中の社会保険料の取扱い） 

第 24 条 

介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、

各月に会社が納付した額を翌月○日までに従業員に請求するものとし、従業員は会

社が指定する日までに支払うものとする。 

 

（円滑な取得及び職場復帰、制度利用支援） 

 

 

 

 

第 25条 

１ 会社は、従業員から本人又は配偶者が妊娠・出産等したこと又は本人が対象家族

を介護していることの申出があった場合は、当該従業員に対して、円滑な休業取得

及び職場復帰並びに制度利用を支援するために、以下第一号及び第二号の措置を実

施する。また、育児休業、出生時育児休業、介護休業及び介護両立支援制度等の申

出が円滑に行われるようにするため、第三号の措置を実施する。 

一 当該従業員に個別に育児・介護休業に関する制度等（育児・介護休業、出生

時育児休業、パパ・ママ育休プラス、その他の両立支援制度、育児・介護休業

等の申出先、育児・介護休業給付に関すること、育児休業期間中の社会保険料

の取扱い、育児・介護休業中及び休業後の待遇や労働条件など）の周知及び制

度利用の意向確認を実施する。 

二 当該従業員ごとに育休復帰支援プラン又は介護支援プランを作成し、同プラ

ンに基づく措置を実施する。なお、同プランに基づく措置は、業務の整理・引

継ぎに係る支援、育児休業中又は介護休業中の職場に関する情報及び資料の提

従業員から対象家族の介護に直面した旨の申し出があったときは、介護休業及び介護両立支援

制度等について個別に周知し、利用の意向を確認することが事業主の義務となります。 
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供など、育児休業又は介護休業等を取得する従業員との面談により把握したニ

ーズに合わせて定め、これを実施する。 

三 従業員に対して育児休業（出生時育児休業含む）、介護休業及び介護両立支

援制度等に係る研修を実施する。 

 

 

 

 

 

２ 会社は、従業員の子が１歳 11 か月に達する日の翌々日から２歳 11 か月に達す

る日の翌日までの間に、第 16 条から第 18 条の制度及び第 20 条に規定する措置等

（措置の内容及び申出先）の周知及び制度利用の意向確認を実施する。 

 

 

 

 

３ 会社は、従業員から本人又は配偶者が妊娠・出産等したことの申出があったと

き、また、会社は、従業員の子が１歳 11 か月に達する日の翌々日から２歳 11 か

月に達する日の翌日までの間に、当該従業員に対して、仕事と育児の両立の支障

となる個別の事情の改善に資する事項（勤務時間帯、勤務地、育児両立支援制度

等の利用期間など）に関する意向の聴取を実施する。 

 

 

 

 

 

４ 会社は、従業員が 40 歳に達する日の属する年度において、当該従業員に対して、

介護休業に関する制度等（介護休業、その他の両立支援制度、介護休業等の申出

先、介護休業給付に関すること）について情報提供を実施する。 

 

 

 

 

 

（復職後の勤務） 

第 26条 

研修のほか、育児・介護休業等に関する相談体制の整備、自社の従業員の育児・介護休業等の

取得事例の収集及び事例の提供、育児・介護休業等の制度及び利用促進に関する方針の周知 

とすることもできます。 

柔軟な働き方を実現するための措置として自社で講じた制度等を個別に周知し、利用の意向を

確認することが事業主の義務となります。 

本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出があったときや、労働者の子が３歳になるまでの適切な

時期（従業員の子が１歳 11 か月に達する日の翌々日から２歳 11 か月に達する日の翌日までの

間）に、仕事と育児の両立に関する個別の意向を聴取することが事業主の義務となります。 

労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業に関する制度、介護両立支援制度等につい

て情報提供をすることが事業主の義務となります。情報提供の内容は、本条第１項第１号の個

別周知の事項と同じです。 
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１ 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。 

２ 本条第１項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得な

い事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、育

児休業終了予定日の１か月前、介護休業終了予定日の２週間前までに正式に決定

し通知する。 

 

（育児目的休暇）（努力義務のため任意） 

第 27条 

１ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（日雇従業員を除く）は、

養育のために就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が１人の場

合は１年間につき○日、２人以上の場合は１年間につき○日を限度として、育児目

的休暇を取得することができる。この場合の１年間とは、４月１日から翌年３月 31

日までの期間とする。 

２ 取得しようとする者は、原則として、育児目的休暇申出書（社内様式 19）を事

前に人事部労務課に申し出るものとする。 

 

（年次有給休暇） 

第 28 条 

年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業

をした日は出勤したものとみなす。 

 

 （法令との関係） 

第 29 条 

育児・介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、

時間外労働及び深夜業の制限、育児・介護短時間勤務並びに柔軟な働き方を実現

するための措置等に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護

休業法その他の法令の定めるところによる。 

 

 （附則） 

 本規則は、◯年◯月◯日から適用する。 
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育児・介護休業等に関する労使協定の例 

 

◯◯株式会社と◯◯株式会社従業員代表は、◯◯株式会社における育児・介護休業等に関

し、次のとおり協定する。 

 

（育児休業の申出を拒むことができる従業員） 

第１条 事業所長は、次の従業員から１歳（法定要件に該当する場合は１歳６か月又は２歳）

に満たない子を養育するための育児休業の申出があったときは、その申出を拒むこと

ができるものとする。 

一 入社１年未満の従業員 

二 申出の日から１年（法第５条第３項及び第４項の申出にあっては６か月）以内に

雇用関係が終了することが明らかな従業員 

三 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

 

２ 事業所長は、次の従業員から出生時育児休業の申出があったときは、その申出を

拒むことができるものとする。 

一 入社１年未満の従業員 

二 申出の日から８週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員 

三 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

 

（介護休業の申出を拒むことができる従業員） 

第２条 事業所長は、次の従業員から介護休業の申出があったときは、その申出を拒むこと

ができるものとする。 

一 入社１年未満の従業員 

二 申出の日から 93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員 

三 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

 

（子の看護等休暇の申出を拒むことができる従業員） 

第３条 事業所長は、１週間の所定労働日数が２日以下の従業員から子の看護等休暇の申出

があったときは、その申出を拒むことができるものとする。 

 

（介護休暇の申出を拒むことができる従業員） 

第４条 事業所長は、１週間の所定労働日数が２日以下の従業員から介護休暇の申出があった

ときは、その申出を拒むことができるものとする。 

 

（育児・介護のための所定外労働の制限の請求を拒むことができる従業員） 

第５条 事業所長は、次の従業員から所定外労働の制限の請求があったときは、その請求を

拒むことができるものとする。 

一 入社１年未満の従業員 

二 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

 

（育児短時間勤務の申出を拒むことができる従業員） 

第６条 事業所長は、次の従業員から育児短時間勤務の申出があったときは、その申出を拒

むことができるものとする。 

一 入社１年未満の従業員 

二 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員 
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（介護短時間勤務の申出を拒むことができる従業員） 

第７条 事業所長は、次の従業員から介護短時間勤務の申出があったときは、その申出を拒

むことができるものとする。 

一 入社１年未満の従業員 

二 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

 

（柔軟な働き方を実現するための措置の利用申出を拒むことができる従業員） 

第８条 事業所長は、次の従業員から柔軟な働き方を実現するための措置の利用申出があった

ときは、その申出を拒むことができるものとする。 

一 入社１年未満の従業員 

二 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

 

（従業員への通知) 

第９条 事業所長は、第１条から第８条までのいずれかの規定により従業員の申出を拒むと

きは、その旨を従業員に通知するものとする。 

 

（出生時育児休業中の就業） 

第 10 条 出生時育児休業中の就業を希望する従業員は、就業可能日等を申出ることがで

きるものとする。 

 

（有効期間） 

第 11 条 本協定の有効期間は、◯年◯月◯日から◯年◯月◯日までとする。ただし、有効

期間満了の１か月前までに、会社、従業員代表いずれからも申出がないときには、

更に１年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。 

 

◯年◯月◯日  

◯◯株式会社     代表取締役  ◯◯◯◯    

◯◯株式会社     従業員代表  ◯◯◯◯    

 


